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第２章 各 則

第１節 公共的施設・交通機関

第１、はじめに

、 、障害者権利条約は 公共的施設およ び交通機関の利用にかか る分野に関して及 係

「公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスを利用することができること

」、 「 、を確保するため その 利用可能性に関する最低基準及び指針の実施を発展させ

、 」 。公表し 及び監視すること などを含む措置を取 ることを締約国に求めている等 と

これは、これらの利用ができなければ、障害者の社会生活への完全参加は極めて

困難に陥るからである。障害者権利条約は、この分野に特化した差別禁止規定を持

たないが、条約上は、あらゆる生活分野における差別を禁止する総則規定の適用が

想定されている。

本法においても、障害者の社会生活への完全参加を実現するうえ で、この分野上

における不均等待遇や合理的配慮の不提供が障害に基づく差別であることを明確に

して、これを禁止することが求められる。

第２、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲

１、差別が禁止されるべき事項や場面

この分野 で問題とされるのは、公共的施設及び交通機関の利用におにおいて、

ける不均等待遇およ び合理的配慮の不提供である ので、禁止され及 として差別が

る事項は これらの利用に関する事項である。、公共的施設及び交通機関

１）公共的施設

公共的施設の場合、たと えば、障害を理由に宿泊を断わられる、知的障害例

者というだけで公営プールを利用できない、あるいは、精神障害者というだけ

で議会の傍聴を禁止されるといったことがあるが、これらは当該施設の利用自

体を制限するものである。 この場合、当該利用が契約に基づくものであなお、

る場合には契約の拒否といった形 ることになる。をとで利⽤が制限され

また、利用が認められた場合でも、他人の同伴を条件に許可されるといった

、 。利用の制約や当該施設の物理的な障壁によって 利用が制限される場合もある

段差や階段、エレベーターの使用時間規制、障害者に使えないトイレ等が典型

であ 障害者用の座席しか利用できない劇場や バリアフる。 他の客室に比べり、
リーな部屋は高額な 部屋しかないホテルでは、障害のない人とバリアフリーの

比較すると選択肢が限られるといった場合もある。
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さらには、当該施設を利用する上で必要なアナウンス情報や案内表示板が障

害者には分からないといったことによって、当該施設 の利用 上 困難をを する で

、伴うこと 施設案内に障害者の利用に関する情報が載せられていた いため、や な

利用の機会を逸するといったこと もある。その他、施設利用者一般に提供し、

ているサービスに合理的配慮がないため、これを受けられないといったことも

あり得る。

したがって、公共的施設の利用において、差別禁止の対象となる事項として

は、施設利用契約の締結、利用の許諾、利用に必要な手続や条件の付加、付加

的料金の設定、施設内やその敷地内における移動や施設に付属する設備等の利

用、施設やその利用に伴う情報の提供、施設利用に伴う役務の提供 などに関等

する事項も含まれる。

２）交通機関

交通機関の場合、たと えば、車いす利用者だからといってタクシーの乗車例

を拒否される 「通勤時は込み合うので無理」という理由でバスの乗車を断ら、

又は場所れる、ハンドル型電動車いすやストレッチャー型車いすは安全でない

とい った理由で鉄道利用を断られる等、利用そのものを拒否される場を取る う

合 や長距離列車に設置してあるトイレが使えな かったりする場合、さらには い

のように、交通機関に付属して設置してある設備 などが使え ず、等 ないために

交通機関そのものを利用できないといった場合もある。

また、利用申込みにおいて、一般よりも早い事前の利用申込み、一般とは異

なる利用申込み、一般にはないプライバシーに関わる個人情報の開示、介助者

の同伴、医者の診断書の添付 などを求められる等のように利用に条件が課さ等

れることもある。

さらに、利用ができる場合でも駅舎にエレベーターがなかったり、隣接ビル

のエレベーターを経由する場合には、隣接ビルの営業時間の制限を受ける場合

もある。 プラットホームと電車のステップの間 が広かったり、かなりまた、 隔

ための高低差がある場合もある このような物理的障壁をなくすが、。しかし、
何らかの合理的配慮がなされていない場合も多い。障害者が使用できるようの

配慮された座席は指定のみで、自由席を選択できないといった制約があること

もある。

加えて、交通機関を利用する上で必要な駅や空港のアナウンスによる運行状

況の情報や行き先等の案内表示板が障害者には分からないといったことによっ

て、当該交通機関の利用に困難を伴うこともある。

、 、 、したがって 交通機関の利用において 差別禁止の対象となる事項としては

運送契約の締結、運送に必要な手続や条件の付加、外部からの交通施設への経
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路、施設内やその敷地内における移動、施設に付属する設備（たと えば券売例

機、改札、トイレ）等の利用、交通機関の運行に伴う情報の提供、交通機関の

利用に伴う役務の提供 などに関する事項も含まれる。等

２、対象物と差別をしてはならないとされる相手方の範囲

本法における公共的施設とは、障害者の社会参加といった視点と他者との平等

を図るといった視点からすると、対象物は、不特定また は多数の者の利用に供又

される建物、施設、設備（たと えば、学校は特定の者の利用に供されるもので例

あるとしても、多数であるのでここに含まれる）であれば足り、不特定かつ多数

の者の利用に供されるもの（たと えば、デパートや公会堂）だけに限定するの例

は妥当でない。しかし、特定された者でかつ少数の者だけの利用に供されるもの

（たと えば、戸建ての個人住宅やそれほど大きくはない共同住宅）は除外する例

のが妥当である。

また、交通機関とは、上記同様の視点からすると、不特定また は多数の者を又

想定した旅客の運送を行うための車両その他の運搬手段、駅舎等の運送のために

供される建物と建物内に設置された設備、付属の駐車場やバス停 などの路外設等

備 などを含むものである。等

なお、不特定また は多数の者の運送を想定したものであれば、実際の運行に又

おいて、少人数 であるタクシーであるとか、多数ではあるが特定の者が利用する

だけを運ぶ貸し切りの場合もここに含まれる。

そこで、この分野における相手方としては、上記公共的施設 及び交通機関又は

をその目的・用途の下に管理・運営する事業者であり、所有権の有無また は官又

民を問わないことになる。

３、国のバリアフリー施策との関係

国は以前よりこの分野におけるバリアフリー化を図るため、法に基づいてこの

ための施策を推進している。これは「 はじめに」において述べたように、第1、

障害者権利条約が求める施設等の利用可能性に関する最低基準及び指針を設定し

て実施するための措置と言 える。い

ただ、これらは、障害者全体の利便性確保といった観点から行われるものであ

る以上、全体的に必要性が高く、障害者の利用が多いと思われる対象に絞って、

実現可能性の高いところから行うことにならざるを得ないといった側面がある。

したがって、公共的施設 及び交通機関の範囲、既存のものであるか否か、まや

た はその規模 などにおいて、求める施策の内容が異なることになる。又 等

も ており、 その 性は誰しこういった施策は障害者権利条約 が求める ほどに 重要

なことではある。しかしながら、も認めているところ
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・バリアフリー基準はハード面に焦点があり、バリアフリー基準を満たしてい

る場合であっても、個別的接遇においては不均等待遇といった事例が起こり

得ること、

・一般的なバリアフリー基準が障害の多様性 とか個別の状況に沿った合理的や

配慮を満たすとは必ずしも言 えないことい

・施策の対象範囲外である場合には、何ら合理的配慮をしないといった事例の

発生を防止するのは困難であること

・バリアフリー施策では、差別事案が生じた場合の紛争の解決の仕組みが提供

されていないこと

この分野におけ等に鑑みるとこの分野における差別を防止するには、本法により

差別を禁止することが求められる。そうした場合、国のバリアフリー施策と本る

法による差別禁止は、障害者の社会参加を確保するための両輪であるといえる。

そういう観点からすると、本法においては、対象物の規模の大小等は経営規模

に関わるので、不均等待遇や合理的配慮の不提供における正当化事由として考慮

される要素にはなる 、本法の適用対象自体としては、既としてもであるだろうが
存か否か、規模の大小等は問わないことになる。

第３、この分野で禁止が求められる不均等待遇

１、不均等待遇の禁止

この分野においては、前述のとおり、公共的施設及び交通機関の利用における

不均等待遇およ び合理的配慮の不提供が禁止されることになる。及

不均等待遇の事例としては、先に述べたとおりである。障害者が他 との平の者

障害者が利用する上で構造上の等に基づき社会参加できるようにする観点から、

バリアがあることやそれを補う補助的サービスが提供されていないことも含め、

、 、これらの障害 障害に関連する事由を理由とする利用の拒否 利用の制限又は及び
利用に条件を課すこと、その他の異なる取扱いをすることを差別とし、これを禁

止することが求められる。

２、不均等待遇を正当化する事由

この分野における不均等待遇における正当化事由は、総則で述べたとおりであ

るが、建物また は交通に供される車両等の構造上、安全上やむを得ないと認め又

られる場合 などの理由がある場合は、差別に当たらない場合もある。等

ただし、以下の点に留意すべきである。

すなわち、安全性に関して、たと えば、交通機関の運行に際して事故の発生例
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の根絶は困難であり、そういった意味で抽象的なリスクは誰に対しても負わされ

ていると言 える。しかし、可能な限り、安全性は誰に対しても保障されなけれい

ばならないものである。したがって、障害者が交通機関を利用する場合も他の利

用者と同等の安全性が確保されるための合理的配慮がなされなければならない。

にもかか わらず、交通事業者が安全確保のための合理的配慮を提供すること関

なく、障害者自身の独力では安全性を確保できないといった理由で利用が拒否さ

れる場合もある。そういった点に鑑みると、安全性は、個別具体的な状況を踏ま

え、必要な合理的配慮がなされることを前提にして判断されるべきである。

第４、合理的配慮及びその不提供を正当化する事由

合理的配慮の内容や例外として正当化される場合があることについては、総則で
述べたところがこの分野にも当てはまる。

合理的配慮の具体的な内容としては、たと えば、移動においては物的障壁を除例

去すること、また は人的支援を提供すること、接遇においては障害特性に配慮し又

た対応をすること、設置してある設備の利用においては障害者にも可能となるよう

な手段を提供すること、 当危険を回避し安全に利用できるよう対策を講じること、

該施設の利用に必要な情報においては容易に理解したり、受け取れるようにするた

めの手段を提供する などが考えられる。こと

また、合理的配慮の例外として正当化される場合があることについては、総則で

述べたことがこの分野にも当てはまる。
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第２節 情報・コミュニケーション

第１、はじめに

障害者権利条約は、その前文において、情報及び通信についての機会が提供され

ることの重要性に触れたうえ で、情報、通信その他のサービス（電子サービス及上

び緊急事態に係るサービスを含む ） へのアクセスに関して、その「利用可能性に。

関する最低基準及び指針の実施を発展させ、公表し、及び監視すること」 などを等

含む措置を取 ること等を締約国に求めるとともに、コミュニケーション（意思疎と

通）の手段等に関しては、それは自ら選択すべきものであって、他から強制される

べきものではないということを前提に様々な手段や態様があることを示している。

これは、情報が利用できず、また はコミュニケーションが制約されるならば、又

障害者の日常生活や社会生活は極めて困難に陥るからである。障害者権利条約は、

や社この分野に特化した差別禁止規定を持たないが、条約上は、あらゆる生活分野

における差別を禁止する総則規定の適用が想定されている。会活動

本法においても 、情報とコミュニケーションがあらゆる生活分野におこのように

ける基礎としての重要であることに鑑みると、本法において この分野におけるも、

不均等待遇や合理的配慮の不提供が障害に基づく差別であることを明確にして、こ

れを禁止することが求められる。

第２、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲

１、差別が禁止されるべき事項や場面

において、不均等待遇及び合理的配慮の不提供として差別が禁止されこの分野

る事項 の確保にで問題とされるのは、情報の取得や利用及びコミュニケーション

における不均等待遇および合理的配慮の不提供である。関する事項

情報はすべ ての人が日常生活及び社会生活を送る上で不可欠なもので、情報全

が提供されない、あるいは提供されても理解 が得がたい等の場合には、できない

生活が大きく制約されることになる。

ところが、社会にあふれている様々な情報の多くは、障害者がアクセスするこ

とを想定していないため、障害者にとっては手話通訳、要約筆記、知的障害者又

は発達障害者の支援者 などの情報を受け取る上で必要な支援なしではこれを利等

用できないことが多い。

また、点字文書、 振り仮名の付与、イラストや絵記号 など構造化さ音声、 等の

れた形での情報提供 などの障害特性に配慮した形の情報提供を受けることはほ等

とんどないために、他の市民が得ることのできる情報を障害者は得ることができ

ないということも少なくない。



- -36

（第２章 各 則） 第２節 情報・コミュニケーション

とりわけ、緊急地震速報や避難及び被害に係る災害時の緊急情報等は極めて重

要なものであるにもかか わらず、障害の特性に配慮されているとはいえず、障関

害者の生命を一層危険にさらすこともあり得るのである。

さらに、情報や意見等のやり取りを行うコミュニケーションについても、その

手段を利用できなかったり、手話通訳等の手段を使うことを拒否されれば、生活

に不可欠な人とのつながりに困難を生じるということも少なくない。

したがって、この分野で禁止の対象とされる事項は、情報に関しては、その取

得や伝達 といった情報の利用に関する事項であり、コミュニケーションに関及び

しては、 その手段の選択やその使用に関する事項である。それを確保するため

２、差別をしてはならないとされる相手方の範囲

情報のやり取りは個人と個人のやり取りからインターネットの利用に至るまで

多様な過程や形態があることから、相手方として想定すべき範囲は広範なものと

なる。

１）一般公衆へ提供される情報

Ａ）一般公衆へ情報を提供する相手方

（ 1） 情報の提供自体を主たる目的とする事業者A-

○ 報道機関（テレビ、ラジオ、新聞）

○ 出版社（本、雑誌等）

○ 大容量記憶装置により情報を記録した媒体（ＣＤ、ＤＶＤ）を販売す

る事業者

○ 一定の施設においてその管理に係る情報を提供することを目的とする

事業を営む者（図書館、美術館、博物館、映画館）

○ インターネットを通じて情報を提供する事業者

（ 2） 情報を添えた商品を一般消費者に販売する事業者A-

○ 一般公衆に提供する商品に付随して情報を提供する事業者

（ 3） 国及び 地方 体A- 又は 公共団⾃治
○ 国民に情報を提供又は開示する国又は地方 体公共団⾃治

Ｂ）上記Ａと比較すると少数を対象とするが不特定の者に情報を提供すること

を主な業務とする相手方

○ メディアを介在せずに直接さまざま な情報が提供される演劇の公様々

演、寄席、音楽ライブ、スポーツ観戦等の情報を提供する事業者

○ 各種の公開講座、公開授業、公開シンポジウム、集会等における情報

を提供する事業者また は主催者又

２）特定の者に提供される情報

○ 職場、学校、その他の団体もしくは会議体等が構成員に情報を提供す
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る場合の事業者

３）一般公衆との意思の疎通

○ 事業活動において一般公衆との意思疎通が必要となる事業者

第３、この分野で禁止が求められる 差別障害に基づく

この分野においても、不均等待遇や合理的配慮の不提供及びそれらを正当化する

、 、 、 、事由については 総則で述べたとおりであるが 上記区分にしたがって それぞれ

検討することが求められる。

１、上記のＡ（一般公衆への情報提供）の場合

このＡにおいては、一般公衆へ情報を提供する場合であるので、個別的に情報

の提供を拒否するあるいは制限するといった不均等待遇の事例は想定しにくい。

問題となるのは、情報提供にあ たっての合理的配慮である。現在、ＩＴ技術当

の進歩とともに、様々な情報伝達手段が開発され、従来のマスメディアの形態も

変わりつつある なかで、たと えば新聞にしても、従来の活字を印刷した紙ベ中 例

ースの情報伝達形式に加え、インターネットを活用した電子媒体での提供も同時

的に行われるようになっている。これは新聞のみならず、マスメディアの全体的

な変化であり、このような技術革新を応用することで、障害特性にマッチした代

替的な情報伝達技術も開発されるようになってきている。

テレビに求められる手話や字幕付放送、解説放送の中でも字幕付放送は実際に

も多くなってきており、出版物についても、ページ 毎にＱＲコードを付したごと

り、出版物を購入した障害者にはテキストデータを配布する等の代替手段が開発

され、文字の読み上げソフトを利用することで、視覚障害者でもこれを利用でき

るような状態になってきている。

ただ、このような代替手段による合理的配慮は、情報提供の形態や性格によっ

て、様々のものがあ 、どのような手段が技術上可能であるのか、どのよるのでり
うな手段が適切であるのか、また、技術的困難さや提供のための体制整備に要す

る期間や経済的負担の度合い、 どのような場合には過度な負担となるさらには、

のかなど、様々な違いがある 現状として提供できる合理的配慮。そこで、ので、
としてどのような手段や方法があり得るのかも含め、政府においては、障害者、

専門家、事業主の参画を得て、ガイドラインを作成することが求められる（この

点に関しては、以下の場合も同様である 。。）

以上を踏まえ 、現状において 技術や体制の整備ができるにも 関わると も、 かか

これを とらず、これを提供しない 合理的配慮の不提供場合については、ことは、
と考えるのが妥当である。して

なお、国及び地方 体による情報提供の場合、国民や住民を対象とす公共団⾃治
、 。るものである以上 原則として過度の負担について問題にするのは適切ではない
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２、上記 Ｂ（少数を対象とするが不特定の者への情報提供）の場合の

この場合、障害又は障害に関連する事由を理由として観劇を拒んだり、受講を

断るなどの異なる取扱いをすることは不均等待遇となる。ただ、合理的配慮に関

しては、生の情報を同時的に提供することの技術的困難さであるとか、演劇や音

楽鑑賞 などの芸術性、提供する側の表現の自由との関係もあり、適切な代替手等

段は上記Ａの場合に比較し、限られたものとなる可能性があるにしても、少なく

とも有償でかかる情報を提供する事業者が、合理的配慮として実施できる手段が

あるにも 関わらず、これを提供しない場合は差別と考えるのが妥当である。かか

３、上記の２ （特定の者への情報提供）の場合）

この場合、障害者はその事業の構成員となっている場合であるので、情報の提

供において合理的配慮がなければ、構成員としての役割を果たすことは極めて困

。 、 、 、 、 、 、難となる したがって たと えば 手話通訳 要約筆記 ノートテイク 筆談例

知的障害者や発達障害者の特性を配慮した通訳者の立ち会いなどを含む対応、点

字文書、振り仮名付 の文書 など、様々な手段を検討して障害の特性に応じたき 等

情報提供及びコミュニケーションのための合理的配慮が求められる。

４、上記の３ （一般公衆との意思の疎通）の場合）

ここでは、 の場合事業活動において一般公衆との意思疎通が必要となる事業者

たと えば、レストランでは、お客の注文を聞いて食事を提供するこである。、 例

とになるが、そのような役務を提供する事業者の場合、コミュニケーションなし

には、役務の提供とはいえない、また は不十分であることがある。又

この場合、コミュニケーションが取れないことを理由として役務の提供自体を

断ったりするなどの異なる取扱いをすることは不均等待遇となる。

また、合理的配慮に関しては、上記例示の手段の提供や障害者の発することが

、 、間違って受け取られることがないようにすること等を含め 障害に配慮した方法

手段等の提供が求められる。

第４、その他の留意事項

「第１、はじめに」で述べたとおり、障害者権利条約は、情報へのアクセスに関

して、その利用可能性に関する最低基準及び指針の実施を発展させ、公表し、及び

監視すること などを含む措置を取 ること等を求めている。これは、公共的施設等 と

や交通 施設へのアクセスと同様、情報におけるバリアフリー化に向けた施策が機関

なければ、個別的な紛争解決を図ろうとする本法だけでは、情報における障壁を全

般的に 無くしていくことは困難であるから に外ならない。な である

したがって、政府は、障害者権利条約を踏まえて、このための施策を検討し、必

要な措置を取 ることが求められる。と
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第３節 商品・役務・不動産

第１、はじめに

現代社会において 、商品を購入し、役務の提供を受け 、 または不動産を賃は る 又

借することなくして、日常生活や社会生活を送ることは困難である。障害者権利条

約は、これらの点について保険の契約 以外については直接言及はしていなを除いて

いが、 条約上は、これらの性質かこの分野に特化した差別禁止規定を持たないが、

ら見て、あらゆる生活分野における差別を禁止する総則規定の適用が想定されてい

る。

本法においても、このような日常生活や社会生活におけるこれらの意義に照らせ

ば、本法において この分野における不均等待遇や合理的配慮の不提供が障害にも、

基づく差別であることを明確にして、これを禁止することが求められる。

第２、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲

１、差別が禁止されるべき事項や場面

この分野において、不均等待遇及び合理的配慮の不提供として差別が禁止され

る事項は、商品においては売買、役務においては提供、不動産においては利用に

関する事項である。

１）商品の売買

商品を巡って差別が禁止されるべき事項としては、 たとえば、知的障害者例

がひとり で買い物に行った場合 の「親を連れて来ないと売れません」と一人 に

たり、視覚障害者が商品の内いった日用品の売買利用の拒否 とか条件を付けや

るなど、商容を識別できるような点字表示がないため、商品の選択ができない

品 の売買に伴う契約やその履行にかか わる事に関わる情報の提供の在り方や 関

項である。

２）役務の提供

Ａ）役務の提供を巡っては、具体的な事案 としては、その多くが店舗や施設で

の利用と一体となって提供され る場合が多いため 【公共的施設 交てい 、 ・や
通機関 の利用 の分野と重なる事例が多い。 ただ、たとえば、生命保】 】 一方

険のように広い意味での役務の提供にかか る契約 など、公共的施設や交係 等

もある。通機関の利用とは重ならないもの

これら としても含めて、役務の提供の分野で差別の禁止が求められる事項

は、役務提供にかか る契約やその履行にかか わる事項である。係 関

Ｂ）また、国や地方公共団体による公共サービスも、ここでは、役務の提供と

して位置付けられる。行政による公共サービスとは、行政が国民一般、住民



- -40

（第２章 各 則） 第３節 商品・役務・不動産

一般に提供している諸種のサービスであり、有償 の場合に限ら、無償を問わ

れない。

たと えば、地方公共団体による保健活動の一環として提供される健康診例

断であるとか、予防接種の機会の提供、夏休みの住民向けの催し物、災害時

の避難訓練の機会の提供、行政主催のカルチャーサークル、税務署による税

務相談サービスで、国が行う職業安定策としての職業訓練等、様々なものが

ある。

このような公共サービスの分野で差別の禁止が求められる事項としては、

公共サービスの手続きとその利用にかか わる事項である。関

なお、公共サービスに 必ずしも含まれない行政機関の活動についても、は

検討が必要である。

３）不動産の利用

不動産の利用において最も問題となるのは、住まい の場の確保 とを するため

しての賃貸借の場面であり、不動産売買については、商品の売買として検討す

れば足りる。 なお、公営住宅については、先に述べた行政による公共サーまた

、 、ビスであって 民間住宅の賃貸借契約とは法的な性格に違いがあるであろうが

住宅の確保にかかる問題という面では同様であるので、ここに含めて考察すべ

きである。

そうすると、差別の禁止が求められる対象事項としては、賃貸借したがって

や公営住宅の入居の募集、賃貸借契約や公営住宅の利用契約及びその継続に関

わる事項である。

２、差別をしてはならないとされる相手方の範囲

障害者の社会参加といった視点と他者との平等を図相手方の範囲については、

対価を得て商品の販売 やるといった視点からすると、不特定又は多数に対して 、

役務の提供 を行う民間事業者と有償、無償を問わない公共的サー、不動産の賃貸

ビスを提供する国や地方公共団体に分けて次のように整理すべきである。

１）対価を得て 商品を販売し、又は役務を提供し、もし不特定又は多数に対して

くは不動産を賃貸する事業者

例えば、対価を得て商品を販売し又は役務を提供する者には、日用品を販売

する商店経営者、ホテル、旅館 などの宿泊施設を経営する事業者、銀行、保等

険会社等の金融業者、娯楽また はレクリエーション施設 や食堂、レストラ又 、

ン、喫茶店 などの飲食関係の事業者 等が含まれる。等 、不動産賃貸の事業者

２）公共サービスを提供する国また は地方公共団体又

又この場合、具体的には、当該公共サービスを提供する権限を有する国また

は地方公共団体の担当部局である。



- -41

（第２章 各 則） 第３節 商品・役務・不動産

第３、この分野で禁止が求められる不均等待遇

１、不均等待遇の禁止

、 。不均等待遇について総則で述べたことが この分野でも適用されるべきである

したがって、本法において、 先に述べた商品の売買、役務の提供、不動産の利用

区別、排除又は事項に 関して、障害 障害に関連する事由を理由とするに 又は及び
制限その他の異なる取扱いをすることを差別とし、これを禁止することが求めら

不均等待遇が禁止されることを明記すべきである。れ

２、不均等待遇を正当化する事由

不均等待遇に該当した場合においても、総則で述べたように、当該取扱いが客

その目的に照らして観的に見て、正当な目的の下に行われたものであり、かつ、

当該取扱いがやむを得ないとされる正当化事由がある場合においては、この分野

においても、不均等待遇の例外として許容されることになる。

ところで、本節における商品の購入、役務の提供、不動産の賃借は契約に基づ

くことになるが、民法上、成年被後見人の場合、あるいは被保佐人や被補助人の

場合で保佐人又は補助人の同意を得る必要がある行為について、同意又はこれに

代わる裁判所の許可がない場合には、その法律行為は取り消すことができるとさ

れている。

そこで、本節の相手方が、契約を希望する障害者にこのような行為能力の制限

があるのではないかとの疑念を生じた場合に、制限の有無の確認を求めること、

行為能力の制限があると分かった場合に、法律上有効でない契約の締結を拒むこ

とは、やむを得ない場合として不均等待遇の例外に当たる場合もあるであろう。

ただし、いずれの場合も、日用品の購入その他日常生活に関する行為について

は、行為能力の制限はなく、取り消されることで相手方が不利益を負うこともな

いので、例外とは認められない。

、 、また 単なる外見だけで行為能力に制限があるのではないかと判断することは

本法が障害や障害者への無知・無理解・偏見をなくそうとするものである以上、

許されるべきではない。コミュニケーションに必要な合理的配慮を提供した上で

本人の意思を確認し、それでも、行為能力の制限があるのではないかとの疑念を

持つことが相当な場合でなければならない。

第４、この分野で求められる合理的配慮とその不提供

１、合理的配慮とその不提供の禁止
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合理的配慮の不提供が差別として禁止されるものであり、過度の負担が生じる

場合にはその不提供に正当化事由があるとして差別禁止の例外となることについ

ては、総則において述べたとおりである。

２、この分野で求められる合理的配慮の内容

この分野で差別が禁止されるべき事項は、多様で幅が広いので、合理的配慮の

内容も様々であり、それぞれの場面と障害の種別や程度に即して、検討されなけ

ればならない。

その中で、たと えば、銀行口座の開設や預金の 引き下ろし、保険の契例 払い戻

約 などにおいて 視覚障害のため本人が記入できないので郵便局の職員や銀等 、「
ような に行員に代筆を依頼するが、断られる といった事例がある。この 場合。」

本人の意思確認のための代替的手段として、契約時の本人の意思確認のためには

契約状況をビデオ撮影して などに保管しておくこと なども考え得るとこCD 等 等

ろであり、他にも複数の職員による確認 など あり得るのであるから、何ら等も が
かの代替手段を合理的配慮として提供すべきである。

様々のものがあるので、政府においその他、この分野における合理的配慮には

ては、障害者、専門家、事業主の参画を得て、ガイドラインを作成することが求

められる。

また、不動産の利用においては 民間住宅の賃貸契約において、スロープの、「
設置や台所の改造について家主が承諾をしないために契約できなかった とい。」
う事例が数多く挙げられている。このような場合、承諾をすることが合理的配慮

となる。もっとも、この場合、借りる側で費用を負担するという前提であり、賃

貸人側に設置の費用を求めるものではないので、合理的配慮とは異なるようにも

思われるが、そのような造作の設置は、自己の所有物に何らかの変更が加わるの

を受忍することにな 、そういった負担を伴う合理的配慮であると考えることがり
できる。

３、合理的配慮の不提供を正当化する事由

合理的配慮の提供 が過度の負担 を生じる場合は、これを提供しないこに が伴う

とは差別には当たらないとされることは、総則で述べたとおりである。

この過度の負担という場合には、経済的負担のみならず、業務遂行に及ぼす影

響の面では、合理的配慮の提供により、業務遂行に著しい支障が生じるのか、提

供される機会やサービス等の本質が損なわれるかどうかが判断されなければなら

ないとされている。

たと えば 障害特性からクラシックコンサートの最中に会場でその点で、 「例 、

大声を上げてしまった場合に、当該サービスの提供に不可欠な静謐 さを保つたけ
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めに会場内で鑑賞することを拒否された といった事例において 、 個。」 例えばは

室を用意し、設置されているモニターを通じてコンサートを鑑賞する方法等もひ

このようなと つの合理的配慮の方法として考え 得るのであるから、一 られること

他の代替的な手段の存在も踏まえたうえ で、業務の本質を損なうものであるの上

か否かが問われなければならない。

第５、その他の留意事項

公営住宅の単身入居に係る資格制限については 法令上の欠格条項の見直し 国、 （「【

家資格 」参照）の一つに位置 づけられ、63制度にわたる見直しの結果、旧公等 付】

営住宅法施行令では、本人が必要な介助や援助が得られるなら単身入居が可能とし

て入居資格の制限に対する緩和措置がとられた。

ところが、この点については、地方 体に委ねられることになり、現状公共団⾃治
は国の見直しで到達したその水準からも大きく後退した 自治体もある。ところ

地方公共団体の募集案内の中には、単身者で入居する場合には、公的介護を受け

なお ができるられていても 、自らの力（すなわち、介助なし）で、食事やトイレ等

自活要件（一人暮らしができること）が必要とされ、そのため、自活要件の有無の
を確認するために申し込み者との面接を行う条件が付けられている事例が各地でみ

また、県営住宅の所在市町村において常時の相談対応等の居住支援（居住られる。

サポート事業）が実施されていることを条件とする地方公共団体もある。

公営住宅の入居は、地域で暮らすための前提となる重要な課題であることから、

や、居住サポート事業がある地域に限定する入居資格に「自活要件」を求めること

は地域生活を妨げる要因となり、障害者権利条約の趣旨にもとる結果ともなっこと

ている。

そもそも、障害者の中でも重度の障害者は家族を形成する機会に恵まれないだけ

でなく、低所得の場合が多いため、障害のない者、あるいは障害者の中でも比較的

軽度の障害者と比較すると世帯を形成する割合はかなり低いと思われる。

高齢者や障害者の場合には単身入居が特別に認められているとはいえ、世帯用の

住居の数に比較すると圧倒的に少ない特例的な施策であり、基本を世帯単位として

制度設計すること自体が、先に述べた状態にある重度の障害者の住宅ニーズを排除

しているとも言 える。い

かような状況において、特例的に認められる単身入居の枠からも自力で身の回り

のことができない者（たとえ、公的介護を受けて民間のアパートで一人暮らしをす

ることが可能な者であっても）を排除する入居資格の設定は、各地方公共団体にお

いて、見直しも含めた検討が求められる。
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第４節 医療

第１、はじめに

障害者権利条約は「障害者は障害を理由とする差別なしに到達可能な最高水準

の健康を享受する権利を有することを認める 」として、この分野で差別があっ。

てはならないことを前提としたうえ で、締約国に対して「他の者と同一の質の上

医療（例えば、情報に基づく自由な同意を基礎とした医療）を障害者に提供する

よう要請すること 」 などを求めている。。 等

そもそも、医療分野は【役務】の提供の一つではあるが、国民の生命と健康に

関わるものであるので、医師等の高い専門性を有する者だけに独占を委ねられた

分野である。

したがって、この独占は、市場原理だけからは導きだされることのない適正な

医療水準で医療を提供するという公的責任を伴うものである。医師法自体が診療

、 【 】拒否を原則否定しているなどの特性があり 私的自治を前提とする一般の 役務

の提供の分野とは異なる。

そこで、本法においても、医療は独自の分野として、この分野における不均等

待遇や合理的配慮の不提供が障害に基づく差別であることを明確にして、これを

禁止することが求められる。

第２、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲

１、差別が禁止されるべき事項や場面

障害者は、障害があるというだけで診察を拒否される、診察にあ たって介助当

者や保護者の付添 を求められる、逆に手話通訳者の同席を認めない、十分な説い

明なく治療されたり入院させられたりする等の扱いを受けることが多い。

このような扱いにより、必要な医療を受けることができず、症状が悪化するだ

けではなく、命の危険につながるなど、深刻な状況に陥ることもある。他の者と

同質・平等な医療を保障するためには、こうした現状を改め、障害に基づく差別

は禁止されなければならない。

したがって、この分野で差別が禁止されるべき事項は、医療の提供に伴う受付

手続き、診療、医療行為、施薬、入通院管理、治療後の訓練、それらに必要な情

報の提供 などに関わる事項である。等

２、差別をしてはならないとされる相手方の範囲

生活の中で医療に関連する場面を考えると、病院の受付や診察、ドラッグスト
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アの薬の販売 など、多岐にわたる。しかし 【役務】の提供の中で医療分野に等 、

特化した規定を設ける以上、 医療の独占が許されている本節における相手方は、

医療機関（病院、診療所、薬局）に限定すべきである。

第３、この分野で禁止が求められる不均等待遇

１、不均等待遇の禁止

い先に述べたように、障害者は、診療を拒否されたり、介助者や保護者の付添

といった条件を加えられたり、十分な説明 なく治療されたを求める がないままに

り 入院させられたりする等の扱いを受けることが多い。また、一般的には入院、

の必要がないのに、安易に入院させる場合 ある。これらは、障害 障も 又はが 及び
害に関連する事由を理由とした異なる取扱いに該当することになる。

そこで、医療分野における不均等待遇の禁止 においては、障害 障規定 又は及び
害に関連する事由を理由とした以下の行為について明記することが妥当である。

１）医療の提供を拒むこと、医療の提供に当たって条件を付すこと

２）一般に提供されるインフォームド・コンセントなしに医療を提供すること

すなわち、個々の医療行為について、インフォームド・コンセントの原則を

履践すべきことは、医療一般の原則とされているところであるから、他者と同

質・平等な医療を保障するという観点からインフォームド・コンセントなしに

強制的な医療行為を行うこと

３）地域 医療の提供 など、自宅 などで医療が受けられ在宅 等 地域で生活しながら

るための合理的配慮を提供することなしに、入院を強制すること

２、不均等待遇を正当化する事由

総則で述べたように、当該取扱いが客観的に見て、正当な目的の下に行われた

ものであり、かつ、 当該取扱いがやむを得ないとされる正当その目的に照らして

化事由がある場合においては、不均等待遇の例外として許容されることになる。

たと えば、歯科や耳鼻科の治療で パニックを起こす、またはその例 不随運動や

可能性がある場合、本人や周囲の安全のためとして、診療を断ることや押さえつ

けて治療をすることがあるが、それ自体は、不均等待遇を正当化する事由にはな

らない。安心感を伝えながら診療するといった合理的配慮を提供してもなお、必

要な医療が提供できない場合でなければならない。

障害者に特化した自傷他害のおそれや法的判断能力の欠如ということも、他の

者と同質・平等な医療を保障するという観点から、交通事故で意識不明の重体に

なり、本人の意思が確認できない場合といった緊急医療一般で認められる例外を
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の提供を通じた平等取扱いの方途がある限りは、不均等待遇を除き、合理的配慮

を尽くしてもなお入院以外の治療是認しうる正当化事由にはならないと解される

ができないといった場合に限定することが妥当である。

第４、この分野で求められる合理的配慮とその不提供

１、合理的配慮とその不提供の禁止

合理的配慮の不提供が差別として禁止されるものであり、過度の負担が生じる

場合にはその不提供に正当化事由があるとして差別禁止の例外となることについ

ては、総則において述べたとおりである。

２、この分野で求められる合理的配慮の内容

障害者に他の者と同質・平等な医療を受ける権利が実質的に保障されるために

は、治療や検査の内容を絵や写真をつか って伝えることや、診察で手話通訳者使

や支援者の同席を認めることといった合理的配慮の提供が求められる。

したがって、合理的配慮として以下の内容をガイドライン等に明示することが

妥当である。

１）適切な情報伝達方法

２）医 行為等に関して十分な説明に基づく自由な同意が行われるために必要な療

自己決定の支援

３）補助者 の付添いの承諾、介助者、手話通訳者等の必要な

４）補助機器、人的援助の提供

５）医 行為等の提供に関する運用、方針、手続における不利益除去対策療

６）在宅での療養及び可能な限り居住地域で医療的ケアを受けられるようにする

ための配慮

７） 自閉症の場合、不安感を取り除き、安心障害特性に応じて、必要な場合には

感を伝えながら診療するための配慮

８）その他、障害者のサービスの提供を受ける権利を実質的に保障するために必

合理的 を⾏うこと。要な 配慮

３、合理的配慮の不提供を正当化する事由

総則で述べたとおり、この分野においても合理的配慮の提供が過度の負担を生

じる場合は、これを提供しないことが差別には当たらないとされる。

しかし、医療が独占され、国民の生命や健康に関わるものであることからする

と過度の負担の判断は慎重であらねばならない。

第５、その他の留意事項
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１、精神医療

精神障害者に限定した強制入院は「いかなる場合においても自由のはく奪が障

害の存在によって正当化されない」とする障害者権利条約に抵触するのではない

かという問題点があり、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及

び観察等に関する法律（医療観察法）や精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（精神保健福祉法）についての見直し が指摘された。の必要性

２、関連領域

【 】医療に関連する薬の製造 ドラッグストアでの薬の販売等についても 医療、 、

分野に含めるべきとの指摘もあったが、先に述べたように 【商品 【役務】の 、 】

等の分野で対処するのが妥当である。

３、プライバシー

この分野では、診察や治療等で身体に接触したり 肌を露出する機会が多いた、

め、障害のない人に対するのと同程度のプライバシーや性別の差に配慮した医療

の提供が求められる。


